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　益田法人会は、令和 7 年度の締めくくりとなる租税教室を開催しました。この事業は、社会貢献の一環と

して小学６年生・中学３年生を対象に２０年前から行っているもの。

　今回は、吉賀中学校、益田中学校、高津中学校及び小野中学校において税金の種類やその使い道など税金

の基礎について説明した後、「税金の使い道」をテーマにグループワークを行いました。生徒達は、社会科

での学習を振り返りながら税金の意義や大切さについて理解を深めた様子でした。

No 開催日 曜日 学 校 名 組 人数 回数
講  師（敬称略）

会 社 名 氏　名

１ １月15日 木 吉 賀 中 学 校 10 11 (株) 全国観光公社 西 村 延 剛

２

２月２日 月 益 田 中 学 校

１ 25 12 (税) 竹 内 会 計 竹 内 宏 規

３ ２ 31 13 (株) 全国観光公社 西 村 延 剛

４ ３ 30 14 (税) 竹 内 会 計 竹 内 宏 規

５ ４ 28 15 (株) 全国観光公社 西 村 延 剛

６
２月６日 金 高 津 中 学 校

１ 27 16 (株) 全国観光公社 西 村 延 剛

７ ２ 27 17 (株) 全国観光公社 西 村 延 剛

８ ２月17日 火 小 野 中 学 校 14 18 (株) 全国観光公社 西 村 延 剛

小　　　　　　　計 192 （講師　　８名）

小学校・中学校合計 384 講師　１８名

第11回　３年生　講師　西村延剛 さん

第12回　３年１組　講師　竹内宏規 さん 第13回　３年２組　講師　西村延剛 さん

吉賀中学校　租税教室の様子（1月15日）

益田中学校（1組）租税教室の様子（2月2日） 益田中学校（2組）租税教室の様子（2月2日）

令和７年度 租  税  教  室
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第14回　３年３組　講師　竹内宏規 さん

第16回　３年１組　講師　西村延剛 さん

第18回　３年生　講師　西村延剛 さん

第15回　３年４組　講師　西村延剛 さん

第17回　３年２組　講師　西村延剛 さん

益田中学校（3組）租税教室の様子（2月2日）

高津中学校（1組）租税教室の様子（2月6日）

小野中学校　租税教室の様子（2月17日）

益田中学校（4組）租税教室の様子（2月2日）

高津中学校（2組）租税教室の様子（2月6日）
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ｅ－Ｔａｘの利用を促進
～ｅ－Ｔａｘを利用して事務の省力化やペーパレス化を︕～

　ｅ－Ｔａｘの利用促進を図るため、懸垂幕・横断幕を令和８年２月１６日から３月１６日まで益田

合同庁舎の側壁とゆめタウン益田店２階手摺り部分に設置し、ｅ－Ｔａｘを利用した確定申告の利用

促進の働き掛けを行いました。

　諸物価の値上がりで、生活がどうなるか心配だが、ここはまあ、暑い折だし、ビールを楽しもうとグラス

を持ったあなた！１０月からの酒税改正をご存じか？　手短にいえば、ビール系飲料（ビール、発泡酒、第

３のビール）の酒税を同一にしようというもの。これによりビールの価格は下がり、発泡酒や第３のビール

は上がることになる。

　普段から発泡酒などを「安いビール」と思って飲んでいる人たちには痛手だ。

　酒税改正を知るや知らずや、世間では酒離れが進んでいるという。その理由は「健康意識の高まり」「ほ

かの楽しみの増加」。経済的な問題もある。そして、この現象は加速する。なぜなら、これまで飲酒文化を

支えてきた団塊の世代の老化である。多くが、年金生活者であり、それよりなにより医者から禁酒や節酒を

勧められたというものだ。

　「ソバーキュリアス」という言葉を最近、耳にする。酒は飲めるけど、あえて飲まない主義のこと。「飲む

な」と他人から言われるのは癪（しゃく）だけど、「今日は飲まないよ」と気軽に自分で決めればいいのだ。

大賛成。決定権が自分にあるのがよろしいなー。よし、それなら…。今日も飲む！

《よもやま話！！》

飲むか飲まないか・・・自分で決める
フリーランスライター 藤木 順平

【筆者紹介】　藤木 順平 （ふじき・じゅんぺい）  フリーランスライター。  日本笑い学会会員。
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　女性部会は、２月１７日益田商工会議所において「学びの会」を開催しました。
　今回の学びの会は、講師に有限会社　アルソアおおたに　松本朋子氏をお迎えし「冬のスキンケア」
について体験しました。冬は血行不良で新陳代謝が低下、肌の老化が進みやすい時季。乾燥も加速し、
小じわ、カサつき、くすみも目立つ。また、室内外の温度差が大きく、肌のバリア機能が不安定になり
やすい時季。そのため、冬は「保湿」「保護」「血行促進」がポイントであると学びました。
　セルフハンド＆ネイルマッサージを体験しました。このマッサージは血行促進に有効で、血行が良く
なれば冷え性の緩和、老廃物や余分な水分を排出し、むくみを改善する効果や、脳の活性化、ストレス
解消など効果があります。これから季節が変わりだんだん温かくなってきますが、季節に応じた身近な
ケアは引き続き必要です。継続的なケアを！

　令和８年３月２０日　島根県西部県民センター益田事務所（島根県益田合同庁舎）の入口に設置させて頂
いたプランターに、季節の花を植えました。これは女性部会が社会貢献事業の一環として毎年行っているも
ので、訪れた方々が目にして心和やかになって頂けるよう植栽をしました。　　

島根県西部県民センター　益田事務所玄関へ花苗の植栽島根県西部県民センター　益田事務所玄関へ花苗の植栽
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《 令和７年度　新入会員のご紹介 》
４月入会

 法人名 代表者 住所  連絡先  業種
合同会社　Ｌｉｂｌｅ 齋　藤　達　也 益田市中島町イ126-1 23-6643 不動産業

株式会社　伸成 久　保　伸　也 益田市遠田町2513-2 27-2888 土木業

有限会社　ベアーズ（リトルマーメイド） 樋　口　　　章 益田市高津5丁目8-40 22-5087 パン製造・販売

６月入会
 法人名 代表者 住所  連絡先  業種

株式会社　Ａ
原　田　信　長 益田市中島町ロ188-2

　　　　　　　大平ビル101
090-8362-5711

建設業
赤　井　英　子 080-1942-0458

７月入会
 法人名 代表者 住所  連絡先  業種

株式会社　みの吉 美　濃　健太郎 益田市駅前町21-9 32-3266 飲食業

株式会社　ＴＫ不動産 安　田　智　史 益田市下本郷町454-1 22-8103 不動産賃貸業

９月入会
 法人名 代表者 住所  連絡先  業種

医療法人　たいじん堂（松本医院） 松　本　祐　二 益田市横田町429-23 25-2611 医療業

イワミアートジャパン　株式会社 佐々木　知　子 益田市遠田町3815-1 080-3873-2536 アパレル業

合同会社　寺澤集団 寺　澤　伸　彦 益田市須子町8-7 090-8506-1176 不動産賃貸業

10月入会
 法人名 代表者 住所  連絡先  業種

マターナル　株式会社 山　口　育　美 益田市高津4丁目6-14 080-4094-7800 福祉サービス業

11月入会
 法人名 代表者 住所  連絡先  業種

株式会社　タケダＰＤＣ 竹　田　尚　則 益田市柏原町473-1 29-0181 狩猟･食肉処理販売業

合同会社　くいしんぼ 竹　内　知江子 益田市赤城町10-3 090-2290-7196 製造・小売

株式会社　広大商事 佐　崎　　　峰 益田市神田町ロ553 25-1758 金属卸業

12月入会
 法人名 代表者 住所  連絡先  業種

宗教法人　彌榮神社 桑　原　秀　幸 津和野町後田59-1 090-3961-6975 神社

一般社団法人　津和野町観光協会 池　田　和　哉 津和野町後田イ66-1 72-1771 観光サービス業

合同会社　すくらむ
〔障害児通所支援事業所 Ra : SeeSar〕

木　曽　茂　雄 益田市遠田町3158-3 22-1577 障害福祉事業

社会福祉法人　つわの清流会 岡　田　克　也 津和野町池村1997-1 74-2070 社会福祉事業

有限会社　雲南地質 大　國　周　治 雲南市木次町下熊谷1116 0854-42-2061 地質調査業

エスケイコンサルタント　株式会社 三　輪　宏　和
山口市中河原町2-14
　　　 　　　 開作ビル101

083-902-1728 建設コンサルタント業

横田興業　株式会社 横　田　善　幸 益田市中島町イ818-1 32-9390 建設業

株式会社　ＴｏｍｏｎｏＷａ 三　浦　友　和 益田市高津5-7-21 090-7970-5008 飲食業・ＳＮＳアドバイザー

有限会社　高津川葬祭社 有　田　利　幸 吉賀町朝倉418-1 0120-177-983 葬祭業

益田法人会へのご入会ありがとうございます。よろしくお願い致します。
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助成金に関するサイト

　２月25日（水）益田商工会議所３階大会議室において令和７年度第３

回法人学を開校しました。

　第３回目は、益田公共職業安定所　所長　亀山　誠也 氏をお迎え

し、「魅力ある職場づくりで実現する人材確保と生産性向上～取り組

みを応援する制度やツールのご紹介～」について以下の内容で講演を

いただきました。

１　背景と課題
　益田公共職業安定所（以下、「ＨＷ益田」）管内の有効求人倍率は

1.69倍（令和７年12月末現在）。ＨＷ益田は高い水準で推移してい

る。島根県の同時期の倍率 1.33 倍より大きく益田圏域は人手不足が継続している状況。

　このことから、多くの企業が人材の確保に苦戦。人材を採用できても職場に定着せず、早期離職の増加

も企業の課題となっている。ある調査では、従業員にとって働きやすく働きがいのある「魅力ある職場」

では、従業員のモチベーションと業績向上や生産性の向上、人材確保に効果があるとの結果が出ている。

２　魅力ある職場とは
　〇　安心して働ける職場（従業員が安全かつ快適に働ける環境の整備は職場の魅力向上に不可欠）

　〇　評価の透明性（努力や成果が正当に評価される透明な評価制度や処遇は働く意欲が向上）

　〇　ワークライフ・バランス（長時間労働の削減や有給休暇取得促進で家庭と仕事の両立を支援）

３　魅力ある職場づくりのための具体的な取り組み（従業員の離職率の低下に取り組むために！）
　従業員の視点・関心を踏まえた取り組みが必要となる。取り組みに際しては、取り組む内容に応じて各

種助成が受けられるので内容に応じてＨＷ益田、働き方改革推進支援センター及び介護労働安定センター

に相談することが取り組みの第一歩。取り組みたい内容に応じて相談することを推奨。

　〇　従業員の視点・関心（一例）

　　①　賃金等処遇：　働き続けても収入が増えない。又は成果を上げても賃金が上がらないなど。

　　②　労働時間等：　長時間勤務が解消できない。又は業務が忙しくて年休がとれないなど。

　　③　労働環境　：　仕事の内容や従業員の事情に配慮した労働環境になっていないなど。

　〇　助成金の活用（取組）の一例

　　①　賃金等処遇：　人材確保等支援助成金など（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）

　　②　労働時間等：　働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進支援コース他）

　　③　労働環境　：　人材確保等支援助成金など（作業員宿舎等配置助成コース（建設分野））

４　相談窓口
　〇　ＨＷ益田

　「魅力ある職場づくり」を進めるために、以下に関する事業主の相談に対して、専門的な相談・援助を

行う「雇用管理改善等コンサルタント」を各都道府県労働局に設置

①人事管理制度、②賃金体系、③教育訓練、④福利厚生、⑤職場のコミュニケーション管理、⑥業務

管理などの雇用管理

〇　働き方改革推進支援センター

　長時間労働の削減や同一労働同一賃金の実現などの働き方全般に関しては「働き方改革推進支援セン

ター」において、窓口相談やコンサルティング等を無料で実施

〇　介護労働安定センター

　介護事業所における雇用管理に関しては、「公益財団法人介護労働安定センター」において、相談・援

助・情報提供を無料で実施
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令和８年度法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項令和８年度法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項令和８年度法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項
　令和８年度税制改正では、物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組

みが創設されたほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178

万円まで特例的に先取りして引き上げられました。「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投

資の促進に向けた税制措置が創設されたほか、租税特別措置等の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直

しや研究開発税制の強化等が行われました。税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に

対する負担の適正化措置の見直し等が行われました。このほか、自動車関係諸税について、自動車税等の環

境性能割の廃止や軽油引取税の当分の間税率の廃止等が行われました。また、国際観光旅客税の税率の引上

げや防衛特別所得税（仮称）の創設等が行われました。（令和８年度税制改正大綱より）。

　法人会では、昨年９月に「令和８年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方

自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小企業向け税制措置の適用期限延

長、事業承継税制の特例承継計画の提出期限の延長等、法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとお

り実現する運びとなりました。

[ 法人課税 ]
１．少額減価償却資産の取得価額の法人税率の軽減措置

法人会提言 改正の概要
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、
物価が上昇していること等を踏まえ、取得価額要件を３０万円未
満から５０万円未満に引き上げるとともに、損金算入額の上限（合
計３００万円）を撤廃し全額を損金算入とすることを求める。なお、
それが直ちに困難な場合は、令和８年３月末日となっている適用
期限を延長すること。

・対象となる減価償却資産の取得価額が４０万円未満（改正前：
３０万円未満）に引き上げられた上で、適用期限が３年間延長さ
れました。なお、従業員要件は４００人以下（改正前：５００人
以下）に引き下げられました。

２．カーボンニュートラル投資促進税制
法人会提言 改正の概要

・「カーボンニュートラル投資促進税制」は、令和８年３月末日が適
用期限となっていることから適用期限を延長すること。

・「炭素生産性向上率」の要件が引き上げられるとともに、特別償却
率・税額控除率が引き下げられた上で、適用期限が２年間延長さ
れました。

３．地方拠点強化税制
法人会提言 改正の概要

・地方創生を巡っては、利用状況が低調な地方拠点強化税制を見直
すなど、さらなる本社機能移転を促進する。

・オフィス減税について、税額控除率等の引上げや中古資産の購入・
改修の対象追加（拡充）等が行われた上で、適用期限が２年間延
長されました。

[ 事業承継税制 ] 相続税、贈与税の納税猶予制度
法人会提言 改正の概要

・特例承継計画の提出期限（令和８年３月末日）と特例制度の適用
期限（令和９年１２月末日）が近付いていることから、期限の延
長を求める。

・法人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、
特例承継計画の提出期限が１年６ヵ月（令和９年９月まで）延長
されました。

[ 消費税額 ] 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
法人会提言 改正の概要

・免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置について、８０％
控除可能となる措置が令和８年９月末日まで（令和８年１０月１
日から３年間は ５０％控除可能）となっているが、小規模事業者
等が取引から排除されないよう、８０％控除できる期間を当面の
間、延長すること。

・免税事業者からの仕入れに係る経過措置について、最終的な適用
期限を２年延長した上で、控除可能割合が段階的に縮減されまし
た（令和８年１０月からは７割、令和１０年１０月からは５割、
令和１２年１０月から令和１３年９月末までは３割）。なお、１免
税事業者ごとの年間適用上限仕入額は１億円（改正前：１０億円）
に引き下げられました。

[ 所得税 ]
１．ふるさと納税

法人会提言 改正の概要
・ふるさと納税について、住民税は居住自治体の会費であり、他の
自治体に納税することは地方税の原則にそぐわないとの指摘もあ
る。寄付先を納税者の出身自治体に限定するなど、さらなる見直
しが必要である。また、必　　　要経費は寄付総額の５割以下と
する基準が設けられているが、より多くの寄付金が寄付した地域
のために活用されるよう、事務手数料のあり方等を含め、制度設
計の見直しが欠かせない。

・寄付金のうち地方公共団体が活用できる財源の割合が段階的に
６０％以上と設定されるとともに、使途を公表することとなりま
した。
  また、ふるさと納税による個人住民税の税額控除制度について、
特例控除の限度額は１９３万円となります。

２．セルフメディケーション税制
改正の概要

・薬剤費を抑制する観点からセルフメディケーション税制の対象と
なる医薬品などの拡充も欠かせない。

・対象となる医薬品が見直された上でスイッチＯＴＣ医薬品の適用
期限は恒久化､ それ以外の医薬品は５年間延長されました｡

[ 地方税 ] 固定資産税の免税点
法人会提言 改正の概要

・固定資産税の免税点については、平成３年以降改定がなく据え置
かれているため、大幅に引き上げる。

・家屋に係る免税点は３０万円（改正前：２０万円）未満に、償却
資産に係る免税点は１８０万円（改正前：１５０万円）未満に引
き上げられます。
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